
作成責任者名

③
政策体系上の

位置付け
令和5年8月

31 64.1％ 平成30年度 64.1％ 64.5％ 65.9％ 67.6％ 集計中 B 75% 令和7年度

32 0 令和２年度 - - 0 85 172 A 600 令和7年度

33
①約

2,220ha
②約46％

令和2年度 - -
①約

2,220ha
②約46％

①1,989ha
②92％

①1,875ha
②92％

①B
②A

①おおむ
ね解消
②100％

①令和12
年度

②令和7
年度

34
①約52％
②約37％
③約31％

令和元年度 -
①約52％
②約37％
③約31％

①約54％
②約38％
③約34％

①約55%
②約40%
③約37%

①約56%
②約40%
③約38%

①A
②A
③A

①約60％
②約42％
③約38％

令和7年度

35

①約87％
②要緊
急：約
89％

（要安全
含む：約
74％）

①平成30
年

②令和2
年

①約87％
②－

①－
②－

①－
②要緊
急：約
89％

(要安全含
む：約
74％)

①－
②要緊
急：約
90％

(要安全含
む：約
73％)

①－
②要緊
急：約
90％

(要安全含
む：約
71％)

①N
②B

①おおむ
ね解消

②おおむ
ね解消

①令和12
年

②令和7
年

（4）
下水道事業【再掲】
(昭和32年度)

2023国交省
22006300

行政事業レビューシート参照 34 -

（3）
地下街防災推進事業
(平成26年度)

2023国交省
22010300

行政事業レビューシート参照 - 行政事業レビューシート参照

行政事業レビューシート参照 31 -

（2）
都市安全確保促進事業
(平成24年度)

2023国交省
22010200

行政事業レビューシート参照 - 行政事業レビューシート参照

R5年度
行政事業レビュー

事業番号

R2年度
（百万円）

R3年度
（百万円）

R4年度
（百万円）

（1）
都市公園防災事業
(平成11年度)

2023国交省
22010100

災害時における機能確保率 （①主要な管渠、②下
水処理場、③ポンプ場）*

①主要な管渠 ： 地方公共団体が定めている「重要な幹線等」の延長のうち、耐震化事業に係る過去の整備状況を勘案し目標値を設定。
②下水処理場 ： 地方公共団体の耐震化事業に係る過去の整備状況を勘案し目標値を設定。
③ポンプ場 ： 地方公共団体の耐震化事業の実施予定から目標値を設定。

①住宅②耐震診断義務付け対象建築物の耐震化率
*

①平成30年の耐震化率及び南海トラフ地震等の発生の切迫性を踏まえ、従来以上に所管行政庁等関係者の積極的な取組みがなされること
を求めるとともに、従来設定されていた目標（令和７年耐震性を有しない住宅のおおむね解消）を５年間スライドさせて設定。（住生活基本計
画（令和３年３月閣議決定）等）
②他の所管省庁において学校、病院等の施設について個別に耐震化率の目標の公表が進んできていることを踏まえ、特に耐震化の重要性
の高い耐震診断義務付け対象の建築物に重点化した上で、令和７年までに耐震性が不十分な耐震診断義務付け対象建築物の概ね解消を
従来から引き続き目標として設定。（建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針（平成18年国土交通省告示第184
号）等）
※「住宅・建築物の耐震化率のフォローアップのあり方に関する研究会」において目標設定を検討し、令和２年５月にとりまとめ
（https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_tk_000137.html）

達成手段
（開始年度）

予算額計（執行額） R5年度
当初

予算額
（百万円）

達成手段の概要
関連する
業績指標

番号

達成手段の目標（R５年度）
（上段：アウトプット、下段：アウトカム）

一定水準の防災機能を備えるオープンスペースが一
箇所以上確保された都市の割合

都市の防災機能の向上を図るため、災害発生時に住民が安全に避難できるよう、災害応急対策施設等を備えた広域避難地や防災拠点の
整備を推進する。H３０年度の実績を踏まえ、令和７年度の目標値約７５％を設定。

防災指針を作成する市町村数

立地適正化計画における防災指針の作成については、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律（令和２年法律第43号）により、同計
画における記載事項として新たに定められたところであり、これ以降に同計画を策定した市町村においては、防災指針の作成が期待される。
また、同計画については、都市再生特別措置法第八十四条第１項において、おおむね五年ごとに実施状況の評価等を行うよう努め、必要に
応じて同計画を変更することが定められているところであり、令和２年の同法改正以前に同計画を策定した市町村においても、おおむね令和
７年度までに同計画の実施状況の評価等が実施され、その結果を踏まえて防災指針が作成されることが期待される。これらのことから、立地
適正化計画を策定した市町村については、令和６年度末までの目標作成都市数を 600 市町村と設定しているところ、防災指針の作成につ
いては、令和７年度末までの目標作成都市数を600市町村と設定した。

危険密集市街地の面積及び地域防災力の向上に資
するソフト対策の実施率（①面積、②地域防災力の
向上に資するソフト対策）

危険密集市街地の最低限の安全性を確保するため、「住生活基本計画」（令和３年３月19日閣議決定）および「防災・減災、国土強靱化のた
めの５か年加速化対策」（令和２年12月11日閣議決定）において設定している成果指標・目標から設定したもの。
危険密集市街地は、平成23年の設定時点で5,745㏊存在していたが、整備改善が進み、令和4年度末で1,875㏊となり、引き続き、危険密集
市街地の最低限の安全性確保を進めることが必要。現行のハード面の成果指標の目標期間を10年間延長し、令和12年度までにおおむね
解消することを目指す。
また、危険密集市街地の整備改善を加速化し、より一層の安全性を確保するためには、ソフト対策を強化することが求められるため、新計画
においてソフト対策の成果指標を導入し、令和７年度までに全ての地区において取組を実施することを目指す。

業績指標の選定理由、目標値（水準・目標年度）の設定の根拠等目標値
設定年度

H30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R４年度 目標年度

施策目標の概要及び達成すべき目標 防災性の高い施設及び環境を整備することにより、住宅・市街地における安全・安心度を高める。
施策目標の
評価結果

４　水害等災害による被害の軽減
政策評価実施

予定時期

業績指標 初期値

実績値

評価結果 目標値

令和５年度実施施策に係る政策評価の事前分析表

（国土交通省５－⑪）

施策目標 １１　住宅・市街地の防災性を向上する 担当部局名 都市局
公園緑地・景観課

（課長　伊藤　康行）



200,939 292,579 506,348 183,480

(113,054) (135,093)
施策の予算額・執行額

施策に関係する内閣の重要政策
（施策方針演説等のうち主なもの）

【閣決】社会資本整備重点計画（令和3年5月28日）（業績指標31，32，33，34，35）

備考

（15）
住宅・建築物カーボンニュート
ラル総合推進事業
(令和4年度)

2023国交省
22011900

行政事業レビューシート参照 - 行政事業レビューシート参照

（14）
地域防災拠点建築物整備緊
急促進事業
(令和3年度)

2023国交省
22011700

行政事業レビューシート参照 - 行政事業レビューシート参照

（13）
マンションストック長寿命化等
モデル事業
(令和2年度)

2023国交省
22011600

行政事業レビューシート参照 - 行政事業レビューシート参照

（11）
スマートウェルネス住宅等推進
事業

2023国交省
22011300

行政事業レビューシート参照 - 行政事業レビューシート参照

（10）
地域居住機能再生推進事業
(平成25年度)

2023国交省
22011200

行政事業レビューシート参照 - 行政事業レビューシート参照

（9）
空き家対策総合支援事業
(平成28年度)

2023国交省
22011100

行政事業レビューシート参照 - 行政事業レビューシート参照

（8）
密集市街地総合防災事業
(平成27年度)

2023国交省
22011000

行政事業レビューシート参照 - 行政事業レビューシート参照

（7）
優良建築物等整備事業
(平成6年度)

2023国交省
22010900

行政事業レビューシート参照 - 行政事業レビューシート参照

（6）
住宅市街地総合整備業
(平成16年度)

2023国交省
22010800

行政事業レビューシート参照 - 行政事業レビューシート参照

（5）

雨水出水浸水想定区域におけ
る避難に資するトリガー情報に
ついての検討経費
(令和4年度)

2023国交省
22010600

行政事業レビューシート参照 - 行政事業レビューシート参照


